
訪問看護重要事項説明書 

〈令和 6 年 6 月現在〉 

 

１. 事業所の概要 

名称・法人種別 一般社団法人 品川区医師会 

代表者名 浅野 優 

現住所・連絡先 （住所） 東京都品川区北品川３－７－２５ 

（電話） ０３－３４７１－５１５４ 

 

２. 訪問看護の概要 

１）事業所名称及び事業所番号 

事業所名 医師会立品川区訪問看護ステーション 

所在地・連絡先 （住所） 東京都品川区北品川３－７－２５ ２Ｆ 

（電話） ０３－３４７２－５５１８ 

（FAX）  ０３－３４７２－４４５２ 

事業所番号 １３６７１９１０７５ 

管理者氏名 國井 亜矢 

 

２）事業所の職員体制 

           

従業者の職種 

     

人 数 

（人） 

区分 常勤換算後

の人数 

（人） 

 

職務の内容 
常 勤 

（人） 

非 常 勤

（人） 

訪

問

看

護

員 

管理者（看護師） １名 １名   訪問看護 

看護師 ８名 ３名 ６名 ７．８ 訪問看護 

理学療法士 ４名 １名 ３名 ３．３ 
リハビリテ

ーション 

 事務職員 ２名 １名 １名  事務 

 

３）職員の勤務体制 

従業者の職務 勤務体制 

管理者 正規の勤務時間帯（９：００～１７：３０） 

常勤で兼務勤務 

看護師 常勤（９：００～１７：３０）非常勤（９：００～１７：００） 

理学療法士 常勤（９：００～１７：３０）非常勤（９：００～１７：００） 

  



 

４） 事業の実施地域 

事業の実施地域 品川区全域 

※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

 

５） 営業日 

営業日 営業時間 

平日 ９時００分～１７時００分 

営業しない日 土・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月４日） 

※緊急時訪問看護加算をご契約の方は必要時、２４時間連絡・訪問が可能です。 

 

 

３． サービスの内容 

 １．病状・障害の観察、健康の管理 

 ２．食事（栄養）・清潔・排泄の世話 

 ３．褥瘡の予防・処置 

 ４．リハビリテーション※ 

 ５．認知症患者の看護 

 ６．療養生活や介護方法の指導・相談 

 ７．ターミナルケア 

８．カテーテル等の管理 

９．その他医師の指示による医療処置等 

  

※理学療法士等によるリハビリテーションは看護業務の一環として実施されます。その 

 ため理学療法士等が訪問看護を提供する利用者においては、訪問看護サービスの利用 

 開始時や利用者の状態の変化等に合わせ、看護職員が定期的に訪問し、利用者の状態 

 について適切に評価を行います。 

 

 理学療法士等が訪問看護を提供するにあたり、利用者の状況や実施したリハビリテー  

 ションの情報を看護職員と理学療法士等が共有、連携し訪問看護計画書及び訪問看護 

 報告書を作成します。 

 

 

４. 費用 

 １）介護保険給付対象サービス 

   介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割が利用者の負

担額となります。 



【 料金表 】                                       

〈 看護師が訪問看護を行った場合〉  

 所要時間 基本料金 自己負担 

介護 

２０分未満 ３，５７９円 ３５８円 

３０分未満 ５，３６９円 ５３７円 

３０分～６０分未満 ９，３８２円 ９３９円 

６０分～９０分未満 １２，８５９円 １，２８６円 

予防 

２０分未満 ３，４５４円 ３４６円 

３０分未満 ５，１４１円 ５１５円 

３０分～６０分未満 ９，０５１円 ９０６円 

６０分～９０分未満 １２，４２６円 １，２４３円 

夜間（午後６時～午後１０時）・早朝（午前６時～午前８時）に定期訪問を行った場合

には通常の利用金額の１．２５倍、深夜（午後１０時～午前６時）は１．５倍になりま

す。 

 

〈定期巡回・随時対応型訪問看護の場合〉 

要介護度 基本料金（月額） 自己負担 

要介護１～４ ３３，７５５円 ３，３７６円 

要介護５ ４２，８７５円 ４，２８８円 

入院、短期入所等の期間は日割り計算となります。 

 

〈 理学療法士が訪問を行った場合 〉 

 所要時間 基本料金 自己負担 

介護 

２０分（１回）   ３，３５１円     ３３６円 

４０分（２回）   ６，７０３円    ６７１円 

６０分（３回）   ９，０６３円    ９０７円 

予防 
２０分（１回） ３，２３７円 ３２４円 

４０分（１回） ６，４７５円 ６４８円 

１日に２回を越えて理学療法士が訪問看護を行う場合、１０％の減算となります。 

 介護予防で１２ヶ月を越える場合は１回毎に５単位の減算となります。 

 

 

※上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利

用者の居宅サービス計画に定められたサービスに係る標準的な時間を基準としま

す。介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額が利用者の自己

負担となりますのでご相談ください。 

 



 

２）加算料金 

                              （）内は自己負担額 

緊急時訪問看護加算 

（区分支給限度基準額

の算定対象外） 

利用者又はその家族に対して２４時間連絡体

制にあり、必要に応じて緊急訪問を行う体制に

ある場合。 

 

契約します（  ）・契約しません（  ） 

 

６００単位/月 

（６８４円） 

特別管理加算 

（区分支給限度基準額

の算定対象外） 

特別管理加算 Ⅰ 

在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管

切開患者指導管理等を受けている状態や留置

カテーテル（尿留置カテーテル、胃瘻等）等を

使用している状態である利用者に対して訪問

看護を実施する際計画的管理を行った場合 

５００単位/月 

（５７０円） 

 特別管理加算 Ⅱ 

在宅酸素療法指導管理を受けている状態、人工

肛門、人工膀胱、真皮を越える褥瘡の状態であ

る利用者に対して訪問看護を実施する際、計画

的管理を行った場合 

２５０単位/月 

（２８５円） 

退院時共同指導加算 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若

しくは入所中の利用者に対して、主治医等と連

携して在宅生活における必要な指導を行い、そ

の内容を文書で提供した場合 

６００単位/回 

（６８４円） 

初回加算Ⅰ 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対

して、病院等から退院した日に看護師が初回の

指定訪問看護を行った場合 

３５０単位/月 

（３９９円） 

初回加算Ⅱ 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対

して、病院等から退院した日の翌日以降に初回

の指定訪問看護を行った場合 

 

３００単位/月 

 （３４２円） 



長時間訪問看護加算 特別な管理を必要とする利用者に対して、１時

間以上１時間３０分未満の訪問看護を行った

後に、引き続き訪問看護を行い所要時間の通算

が１時間３０分以上となる場合 

３００単位/回 

 （３４２円） 

複数名訪問看護加算 身体的若しくは特定の行為のため困難な状況

にあり、利用者等の同意に基づき同時に二人の

看護師等がケアを行う場合 

３０分未満… 

２５４単位/回 

（２９０円） 

３０分以上… 

４０２単位/回 

（４５９円） 

サービス提供体制強化加算 

 

研修等を実施しており、かつ７年以上の勤続年

数のある看護師等が３０％以上配置されてい

る場合 

６単位/回 

（７円） 

定期巡回・随時対応型の場合 ５０単位/回 

（５７円） 

ターミナルケア加算 死亡月及び死亡前１４日以内に２日以上ター

ミナルケアを行った場合 

２，５００単位/ 

死亡月 

（２，８５０円） 

 

 

３）交通費 

２の４）の地域は無料、その他の地域にお住いの方は既定の交通費の実費を徴収す

ることがあります。 

 

４）キャンセル料 

利用者の都合によりキャンセルの連絡がない場合以下の料金が発生します。但し、

利用者の病状の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合は不要です。 

利用日の訪問までに連絡があった場合 無料 

利用日の訪問までに連絡がない場合 ２，０００円 

 

５）利用料等のお支払い方法  

  原則として口座よりの振替の手続きをお願いしています。 

  訪問月の翌月２７日の引き落としとなります。翌々月の月はじめに引き落としの確

認後、領収書を発行させていただきます。（例：２月訪問の料金⇒３月２７日引き



落とし⇒確認の結果４月第１週に連絡が届きます。領収書がお手元に届くのは第２

週目以降となります。） 

 

 

 

５．事業所の特色等 

 （１）当ステーションの訪問看護従事者は、５年以上の病院勤務経験を持ち、ほとん

どの者が３年以上の在宅医療を経験しています。その者が要介護・要支援の状

態、医療依存度の高い状態、ターミナルの状態等に対し訪問看護支援を必要に

応じて提供しています。 

 （２）訪問看護ステーションの看護師等は、利用者の心身の特徴を踏まえて、可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

出来るように配慮しています。事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域

保健、医療、福祉との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるもの

とします。 

 

６．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

医師会立品川区 

訪問看護ステーション 

管理者  

國井 亜矢 

０３－３４７２－５５１８ 

 

品川区役所高齢者福祉課支援調整係 担当者 ０３－５７４２－６７２８ 

東京都国民健康保険団体連合会 相談指導課 ０３－５３２６－０８７８ 

 

 

７．緊急時の対応方法 

  主治医の情報 

氏名及び医療機関名    

電話  

  家族等の緊急連絡先 

氏名（続柄）                  （続柄） 

住所  

電話番号  

緊急連絡先  

 

 



８．天災及び社会紛争 

  地震、風水害、噴火、著しい社会秩序の乱れ等事業者の責務にならない事故が発 

  生した場合等は、計画された訪問や連絡、緊急時の連絡や対応ができない場合があ 

  ります。 

 

９．個人情報の保護 

  訪問看護の提供に際し、利用者に関連する個人情報を必要最小限の範囲で使用しま  

  す。個人情報の使用に際しては、関連法令及び品川区医師会個人情報保護規定を 

  遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。 

 

  １ 個人情報の収集、利用及び提供に関して 

    利用者の個人情報のうち、健康状態に関する医療的な情報だけでなく、訪問看 

   護サービスの計画、実施、利用者の療養生活をサポートするために必要な情報を 

   使用する場合があります。 

    利用者の個人情報について、主治医等の利用者に関わる医療や介護の事業者に 

   対して収集、提供することがあります。 

 

  ２ 使用する範囲 

    契約締結日から契約満了日までとし、得られた個人情報の管理は、契約満了日 

   以降も厳重に行います。 

 

  ３ 利用及び提供の原則 

    個人情報の利用及び提供は、利用者や家族の同意の元で行います。ただし、生 

   命、身体、財産の保護のために必要な場合、利用者や家族の同意を得ることが困 

   難であるとき等法令の定めによる場合は、利用者や家族の同意なく利用及び提供 

   することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                 令和   年   月   日 

 

 

（乙） 当事業者は、甲１に対する訪問看護サービスの開始に当たり、 □甲１ に 

□甲２ 

        たいしてサービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、サービス内容 

    及び重要事項を説明しました。 

 

     （乙） 居宅サービス事業者 

         事務所所在地  品川区北品川３－７－２５ 

         名称      医師会立品川区訪問看護ステーション  印 

         説明者 所属  医師会立品川区訪問看護ステーション 

             氏名                     印              

 

（甲） 私は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、（乙）からサービ

ス内容及び重要事項の説明を受けました。  

 

    （甲１） 利用者     住所 

                  

氏名                 印                     

 

    （甲２）利用者の家族   住所 

                                   

氏名                                印 

                                  

 


